
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 上半期 下半期
 本の宅配サービス

 中央図書館

 野塩図書館

 南部図書館

 指定管理者制度

 地域市民センター
学習室

令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度以降

第４四半期

 駅前図書館

 元町こども図書館

 下宿図書館
 ・竹丘図書館

中央図書館として運営

地域図書館として運営
中央図書館機能移転
に向けた整備
※内装、照明LED改修等

中央図書館として運営・子ども図書館の機能

地域図書館（子ども図書館）として運営
子どものための読書サロン
（自由に閲覧、ボランティア団体貸出し）

地域図書館として運営

地域図書館として運営

新しい図書館サービスへの移行 ご自宅が第３の図書館に

子ども図書館機能の移設

指定管理者による図書館運営（民間の運営力とアイディアによるサービス向上）

児童館と中央公園と機能的にも空間的にも連携・融
合した新しい図書館サービスの展開

・サロンの運営（寛ぎながら新聞・雑誌、子ども向け書籍を自由にご覧いただけるスペース・自習スペース）
・本の宅配サービスの受取りボックス ・検索予約システム 等

竹丘 児童館のような
子どもの居場所

※「公共施設を活用した子ど
もの居場所検討委員会」の検
討結果の適用

新しい図書館サービスへの移行 ご自宅が第３の図書館に

新しい図書館サービスへの移行 ご自宅が第３の図書館に

サロンの充実市民サロンの運営（寛ぎながら過ごしていただけるスペース）

閉架書庫の運用（暫定）
児童館のような
子どもの居場所
※「公共施設を活用した子ど
もの居場所検討委員会」の検
討結果の適用

児童館のような
子どもの居場所

※「公共施設を活用した子
どもの居場所検討委員会」
の検討結果の適用

閉架書庫の整備（暫定）
※事業用地は公共施設マネジメント検
討本部で別途検討

本の宅配サービス（ご自宅が第３の図書館に）

議案第17号資料 その２

教 育 部 図 書 館
清瀬市立図書館設置条例の一部を改正する条例資料 —これからの清瀬市立図書館のサービス展開—

候補者選定 議案
上程

指定管理者との協議

学習スペースの運営（中清戸地域市民センター・中里地域市民センター）


